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(57)【要約】
【課題】内視鏡の種類によらず、任意の位置かつ任意の
形状にて外装ケース内に内視鏡を容易にセットすること
ができる構成を具備する内視鏡用梱包ケースを提供する
。
【解決手段】内視鏡１００が収容される外装ケース３と
、外装ケース３の内表面３ｎにおける任意の位置に着脱
自在な、内表面３ｎに装着後、内表面３ｎとの間におい
て外装ケース３に収容された内視鏡１００を保持する緩
衝部材１１～１７と、を具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡が収容される外装ケースと、
　前記外装ケースの内表面における任意の位置に着脱自在な、前記内表面に装着後、前記
内表面との間において前記外装ケースに収容された前記内視鏡を保持する緩衝部材と、
　を具備することを特徴とする内視鏡用梱包ケース。
【請求項２】
　前記緩衝部材は、前記内視鏡の少なくとも挿入部の先端部と、前記内視鏡における外部
機器との接続コネクタと、前記内視鏡の操作者によって把持される操作部とを、前記内表
面との間において保持することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用梱包ケース。
【請求項３】
　前記外装ケースにおける外表面と前記内表面との間に、緩衝材が設けられていることを
特徴とする請求項１または２のいずれか１項に記載の内視鏡用梱包ケース。
【請求項４】
　前記緩衝部材は、前記内表面に対し、前記緩衝材及び前記内表面にそれぞれ設けられた
面ファスナにより着脱自在であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の
内視鏡用梱包ケース。
【請求項５】
　前記緩衝部材は、該緩衝部材の厚み方向に対向する両面に、前記面ファスナが設けられ
ていることを特徴とする請求項４に記載の内視鏡用梱包ケース。
【請求項６】
　前記面ファスナは、前記緩衝部材及び前記内表面に複数に分割されて配置されているこ
とを特徴とする請求項４または５のいずれか１項に記載の内視鏡用梱包ケース。
【請求項７】
　前記緩衝部材における前記内視鏡の接触部位においては、前記面ファスナが除去されて
いることを特徴とする請求項６に記載の内視鏡用梱包ケース。
【請求項８】
　前記緩衝部材は前記内表面とほぼ同じか前記内表面に配置される前記内視鏡全体を覆う
程度の大きさに形成されており、前記面ファスナは、これら前記緩衝部材及び前記内表面
の接触面の全面に形成されていることを特徴とする請求項４または５のいずれか１項に記
載の内視鏡用梱包ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡が収容される外装ケースを具備する内視鏡用梱包ケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、医療分野において広く利用されている。内視鏡は、細長い挿入部を被
検体内に挿入することにより、被検体内の被検部位の観察や処置等を行うことができる。
【０００３】
　ところで、内視鏡を製造後、出荷する際や、内視鏡を使用施設から修理のため修理拠点
に運搬する等においては、内視鏡は、内視鏡用梱包ケース内に収容されるのが一般的であ
る。
【０００４】
　一般的に、内視鏡用梱包ケースは、外装ケース内に、運搬の際の衝撃や振動から内視鏡
を保護する発泡ウレタン等から構成された緩衝材が設けられるとともに、緩衝材に内視鏡
の外形形状に沿った溝部が形成された構成を有しており、緩衝材の溝部に内視鏡がセット
されることにより、内視鏡は、内視鏡用梱包ケース内に緩衝材によって保護された状態で
収容される。
【０００５】
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　ここで、緩衝材の溝部は、出来るだけ多くの種類の内視鏡がセットできるよう設計され
ているが、例えば内視鏡における操作部や、外部機器との接続コネクタにおいては、内視
鏡の機種や種類（例えば適用部位の違い等）によって大きさや形状が異なる場合がある。
【０００６】
　よって、操作部やコネクタの形状が異なると、溝部の形状も変更しなければならないと
いった問題があった。
【０００７】
　また、従来においては、内視鏡の機種・種類毎に、夫々に最適な緩衝材の溝部の形状、
大きさが異なる複数種類の内視鏡用梱包ケースを用意しなければならず、これら複数種類
の内視鏡用梱包ケースを保管する場所において必要なスペースが大きくなってしまうとい
った問題があった。
【０００８】
　さらに、緩衝材の溝部に対して、内視鏡の挿入部、操作部、ユニバーサルコード、接続
コネクタ等の各種部位をセットするまたは取り出す順番も決まっている場合もあることか
ら、セットする順番を間違えると、溝部に対して内視鏡を所望の形状にセットできなかっ
たり、内視鏡を溝部から取り出し難かったりして、内視鏡の出し入れ作業が行い難いとい
った問題もあった。
【０００９】
　このような問題に鑑み、特許文献１には、緩衝材に形成された複数の開口にそれぞれ挿
入された保持片や、緩衝材の任意の位置に固定可能な複数の保持片を用いて内視鏡の各種
部位を保持することにより、内視鏡の種類、即ち、形状、大きさによらず、１つの緩衝材
にて内視鏡をセットできる内視鏡用梱包ケースの構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平１１－１９２２００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献１に開示された構成においては、緩衝材の任意の位置に複数の
保持片を固定できるものの、複数の保持片に対して内視鏡をセットするには、各保持片に
形成された溝に内視鏡の各種部位を嵌入させる必要がある。
【００１２】
　その結果、必ず溝に内視鏡の各種部位を嵌入させなければならないことから、やはり内
視鏡のセット形状が保持片の配置位置に左右されてしまう他、保持片の数を増やしてしま
うと、各保持片の溝に対する内視鏡の各種部位の嵌入位置が分からなくなってしまうとい
った問題があった。
【００１３】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、内視鏡の種類によらず、任意の位置
かつ任意の形状にて外装ケース内に内視鏡を容易にセットすることができる構成を具備す
る内視鏡用梱包ケースを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するため本発明の一態様による内視鏡用梱包ケースは、内視鏡が収容さ
れる外装ケースと、前記外装ケースの内表面における任意の位置に着脱自在な、前記内表
面に装着後、前記内表面との間において前記外装ケースに収容された前記内視鏡を保持す
る緩衝部材と、を具備する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、内視鏡の種類によらず、任意の位置かつ任意の形状にて外装ケース内
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に内視鏡を容易にセットすることができる構成を具備する内視鏡用梱包ケースを提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施の形態の内視鏡用梱包ケースを、内視鏡及び複数の緩衝部材とともに概略
的に示す斜視図
【図２】図１の内視鏡用梱包ケースの外装ケース内に内視鏡が収容され、複数の緩衝部材
によって内視鏡が保持された状態を、図１中のII方向から示す上面図
【図３】図２中のIII-III線に沿う外装ケース、内視鏡の挿入部、緩衝部材の断面図
【図４】図３の緩衝部材の内視鏡に対する接触部位から面ファスナが除去された変形例を
、外装ケース、内視鏡の挿入部、緩衝部材とともに示す断面図
【図５】図３の緩衝部材の厚み方向の両面に面ファスナが設けられた変形例を、外装ケー
ス、内視鏡の挿入部、緩衝部材とともに示す断面図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１８】
　図１は、本実施の形態の内視鏡用梱包ケースを、内視鏡及び複数の緩衝部材とともに概
略的に示す斜視図、図２は、図１の内視鏡用梱包ケースの外装ケース内に内視鏡が収容さ
れ、複数の緩衝部材によって内視鏡が保持された状態を、図１中のII方向から示す上面図
、図３は、図２中のIII-III線に沿う外装ケース、内視鏡の挿入部、緩衝部材の断面図で
ある。
【００１９】
　図１に示すように、内視鏡用梱包ケース１は、内視鏡１００が開口３ｋを介して収容さ
れる外装ケース３と、該外装ケース３の開口３ｋを開閉自在な蓋体２とを具備している。
【００２０】
　内視鏡１００は、被検体内に挿入される挿入部１０１と、該挿入部１０１の基端に連設
された操作者によって把持される操作部１０２と、該操作部１０２から延出されたユニバ
ーサルコード１０３と、該ユニバーサルコード１０３の延出端に設けられた外部機器との
接続コネクタ（以下、単にコネクタと称す）１０４とを具備して主要部が構成されている
。
【００２１】
　外装ケース３は、図３に示すように、ボール紙やプラスチック等から構成された外装部
材４と、外装ケース３の内表面３ｎを構成する面ファスナ５と、外装ケース３の厚み方向
Ａにおける外装ケース３の内表面３ｎと外表面３ｇとの間、具体的には、外装部材４と面
ファスナ５との間に設けられた緩衝材であるクッション材６とから主要部が構成されてい
る。
【００２２】
　クッション材６は、外装ケース３の外部から外装ケース３内に収容された内視鏡１００
を保護するものであり、外装部材４の底面４ｔの全面に非固定状態にて載置されている。
【００２３】
　面ファスナ５は、例えば既知のループから構成されており、図１に示すように、クッシ
ョン材６の全面に対して、両面テープ、溶着等によって固定されている。
【００２４】
　また、面ファスナ５における外装ケース３内の露出面、即ち外装ケース３の内表面３ｎ
に対して、外装ケース３内に収容された内視鏡１００は、例えば図２に示すように載置さ
れる。
【００２５】
　尚、図２に示す内表面３ｎに対する内視鏡１００の載置形状は、あくまでも一例であっ
て、内視鏡１００は、内表面３ｎに対して、挿入部１０１、操作部１０２、ユニバーサル
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コード１０３、コネクタ１０４を任意の形状かつ任意の位置に載置可能となっている。
【００２６】
　ここで、面ファスナ５に対して、図１、図２に示すように、複数の緩衝部材１１～１７
が着脱自在となっている。尚、本実施の形態においては、複数の緩衝部材は、７つの場合
を例に挙げて示しているが、個数はいくつであっても構わない。
【００２７】
　複数の緩衝部材１１～１７は、図３に示すように、面ファスナ２５と、緩衝材であるク
ッション材２６とから平板状に構成されている。
【００２８】
　尚、図３には、緩衝部材１１の構成のみを示しているが、緩衝部材１２～１７も緩衝部
材１１と同じ構成を有している。よって、以下、代表して緩衝部材１１と示すものは、緩
衝部材１２～１７にも適用される。
【００２９】
　面ファスナ２５は、クッション材２６の厚み方向Ａにおける一方の面２６ａの全面に対
して、両面テープ、溶着等によって固定されており、例えば既知のフックから構成されて
いる。
【００３０】
　よって、面ファスナ２５は、ループから構成された面ファスナ５に対して着脱自在とな
っている。尚、面ファスナ５がフックから構成され、面ファスナ２５がループから構成さ
れていても構わない。
【００３１】
　即ち、面ファスナ５、２５により、複数の緩衝部材１１～１７は、外装ケース３の内表
面３ｎに対して着脱自在となっている。
【００３２】
　複数の緩衝部材１１～１７は、図１、図２においては、一例として、大きさ、形が互い
に同じであったり異なったりしているが、全て同じ大きさ、形を有していても構わないし
、全て異なる大きさ、形を有していても構わない。また、複数の緩衝部材１１～１７は、
ディスポーザブルに用いられても構わない。
【００３３】
　複数の緩衝部材１１～１７は、図２、図３に示すように、内表面３ｎに装着後、内視鏡
１００を部分的かつ選択的に覆うことにより、厚み方向Ａにおける内表面３ｎとの間にお
いて外装ケース３内に収容された内視鏡１００を保持、固定するものである。
【００３４】
　具体的には、緩衝部材１１～１７は、内表面３ｎに装着後、内表面３ｎの任意の位置に
おいて任意の形状に載置された内視鏡１００に対し、少なくとも挿入部１０１の先端部１
０１ｓと、操作部１０２と、コネクタ１０４とを覆うことにより、先端部１０１ｓ、操作
部１０２、コネクタ１０４を厚み方向Ａにおける内表面３ｎとの間において保持、固定す
る。
【００３５】
　一例として、図２に示すように、緩衝部材１１は、内表面３ｎに装着されることにより
、外装ケース３内において挿入部１０１の湾曲している部位を厚み方向Ａにおいて内表面
３ｎとの間に保持、固定し、緩衝部材１２は、内表面３ｎに装着されることにより、操作
部１０２の把持部や操作部１０２とユニバーサルコード１０３との間の折れ止めを厚み方
向Ａにおいて内表面３ｎとの間に保持、固定する。
【００３６】
　また、緩衝部材１３は、内表面３ｎに装着されることにより、操作部１０２と挿入部１
０１との間の折れ止めを厚み方向Ａにおいて内表面３ｎとの間に保持、固定し、緩衝部材
１４は、内表面３ｎに装着されることにより、先端部１０１ｓを厚み方向Ａにおいて内表
面３ｎとの間に保持、固定する。
【００３７】
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　さらに、緩衝部材１５、１７は、内表面３ｎに装着されることにより、外装ケース３内
において挿入部１０１、ユニバーサルコード１０３の湾曲している部位を厚み方向Ａにお
いて内表面３ｎとの間に保持、固定し、緩衝部材１６は、内表面３ｎに装着されることに
より、コネクタ１０４を厚み方向Ａにおいて内表面３ｎとの間に保持、固定する。
【００３８】
　尚、緩衝部材１１～１７の内表面３ｎに対する装着位置は、図２の位置に限定されない
。即ち、緩衝部材１１～１７は、内視鏡用梱包ケース１内において内視鏡１００を運搬す
る際、運搬中の衝撃や振動等により、内視鏡１００が破壊されやすい部位に選択的に貼着
される。
【００３９】
　このように、本実施の形態においては、内視鏡用梱包ケース１の外装ケース３の内表面
３ｎに対して、内視鏡１００を内表面３ｎとの間において保持、固定する複数の緩衝部材
１１～１７が着脱自在であると示した。
【００４０】
　このことによれば、外装ケース３内に収容され、内表面３ｎの任意の位置に対して任意
の形状に載置された内視鏡１００を、複数の緩衝部材１１～１７を用いて内表面３ｎに容
易に固定することができる。
【００４１】
　即ち、形状、大きさが異なる内視鏡の種類によらず、内視鏡１００を任意の形状、任意
の位置に容易に固定することができる。
【００４２】
　このことから、内視鏡の種類によらず、内視鏡用梱包ケース１を共通化することができ
、内視鏡を開発する毎に、専用の内視鏡用梱包ケースを用意する必要がない他、内視鏡の
種類毎に、複数の内視鏡用梱包ケースを用意する必要がないため、内視鏡用梱包ケースの
配置スペースが大きくなってしまうことがない。
【００４３】
　また、複数の緩衝部材１１～１７を内表面３ｎに装着するのみで、内表面３ｎに対して
内視鏡１００を容易に固定できることから、従来のように、内視鏡用梱包ケースに対する
内視鏡のセット順序、取り出し順序を考慮する必要がない。
【００４４】
　さらに、複数の緩衝部材１１～１７は、運搬中の衝撃、振動等によって破壊されやすい
内視鏡１００の部位を選択的に保持、固定できることから、従来の内視鏡用梱包ケースと
同レベルにおいて、内視鏡１００を保護することができる。
【００４５】
　また、内表面３ｎから複数の緩衝部材１１～１７を外してしまえば、外装ケース３を折
り畳むことも可能であるため、内視鏡用梱包ケース１の保管場所における配置スペースを
より小さくすることも可能となる。
【００４６】
　以上から、内視鏡１００の種類によらず、任意の位置かつ任意の形状にて外装ケース３
内に内視鏡１００を容易にセットすることができる構成を具備する内視鏡用梱包ケース１
を提供することができる。
【００４７】
　尚、以下、変形例を、図４を用いて示す。図４は、図３の緩衝部材の内視鏡に対する接
触部位から面ファスナが除去された変形例を、外装ケース、内視鏡の挿入部、緩衝部材と
ともに示す断面図である。
【００４８】
　図４に示すように、複数の緩衝部材１１～１７において、クッション材２６における内
視鏡１００との接触部位Ｂにおいては、面ファスナ２５が除去されていても構わない。こ
れは、内視鏡１００との接触部位Ｂの面ファスナ２５は、内視鏡１００を保持する際、内
視鏡１００に接触するため、面ファスナ５に対する着脱に用いないためである。
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【００４９】
　さらに、以下、別の変形例を、図５を用いて示す。図５は、図３の緩衝部材の厚み方向
の両面に面ファスナが設けられた変形例を、外装ケース、内視鏡の挿入部、緩衝部材とと
もに示す断面図である。
【００５０】
　図５に示すように、複数の緩衝部材１１～１７は、緩衝部材１１の厚み方向Ａにおける
両面１１ａ、１１ｂ、具体的には、クッション材２６の厚み方向Ａにおける両面２６ａ、
２６ｂの全面に対して、面ファスナ２５が設けられていても構わない。
【００５１】
　このことによれば、面２６ａ、２６ｂの双方が、内表面３ｎに着脱自在となるため、操
作者は、緩衝部材１１～１７の着脱方向を気にすることなく、内表面３ｎに対する内視鏡
１００の保持、固定作業を行うことができる。
【００５２】
　尚、面２６ｂに設けられる面ファスナ２５においても、図４と同様に、内視鏡１００と
の接触部位Ｂにおいては面ファスナ２５が除去されていても構わない。
【００５３】
　また、上述した本実施の形態においては、複数の緩衝部材１１～１７は、内表面３ｎに
対して、面ファスナ５、２５を用いて着脱自在であるとしたが、これに限らず、他の手段
により着脱自在であっても良いことは勿論である。
【００５４】
　さらに、内視鏡１００を内表面３ｎに固定する緩衝部材は、複数の場合を例に挙げて示
したが、これに限らず、１枚から構成されていても構わない。
【００５５】
　例えば、緩衝部材は、内表面３ｎと同じ大きさを有する１枚から構成されていても構わ
ないし、少なくとも先端部１０１ｓ、操作部１０２、コネクタ１０４を覆って保持、固定
する大きさを有する１枚から構成されていても構わない。この場合、面ファスナは緩衝部
材と同じ大きさに設定し、緩衝部材全面が面ファスナにより内表面３ｎに着脱されるよう
に構成すれば良い。
【符号の説明】
【００５６】
　１…内視鏡用梱包ケース
　３…外装ケース
　３ｇ…外装ケースの外表面
　３ｎ…外装ケースの内表面
　５…面ファスナ
　６…クッション材（緩衝材）
　１１…緩衝部材
　１１ａ…緩衝部材の厚み方向の面
　１１ｂ…緩衝部材の厚み方向の面
　１２…緩衝部材
　１３…緩衝部材
　１４…緩衝部材
　１５…緩衝部材
　１６…緩衝部材
　１７…緩衝部材
　２５…面ファスナ
　１００…内視鏡
　１０１…挿入部
　１０１ｓ…挿入部の先端部
　１０２…操作部
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　１０４…接続コネクタ
　Ａ…厚み方向
　Ｂ…接触部位

【図１】 【図２】
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